
機能強化計画の進捗状況(要約)　［地域銀行版］

1
(福岡銀行)

　　1．創業・新事業支援機能等の強化

項目 具体的な取組み
15年度 16年度

備考（計画の詳細）
スケジュール

15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

(1)業種別担当者の配置等融資
審査態勢の強化

格付スコアリング高
度化、研修派遣、他
業種トレーニー。

事業金融部新設、
再生案件を通じた
ノウハウの蓄積、
研修派遣。

格付スコアリング
高度化、研修派遣、
他業種トレーニー。

l 審査担当者の地銀協目利き養成等の研修派
遣、および審査担当者による営業店研修を
通じた与信取組能力の向上。

l 15年4月に新設した事業金融部を中心に、
事業再生のノウハウの蓄積、ノンリコース
ローン取組など新たな金融手法を導入。

l 外部研修、他業種へのトレーニー派遣を実
施。

l 業種別審査体制の拡充。
l 格付スコアリングを拡充。

l ローングレーディング、小口スコアリングお

よび格付の高度化による与信リスク判定手法

の向上を通じて、審査判断能力のさらなる高

度化を図るとともに、事業再生等のノウハウ

等も蓄積しながら、事業価値の算定能力の高

度化を図る。

(2)企業の将来性や技術力を的
確に評価できる人材の育成を
目的とした研修の実施

地銀協「目利き研修」
への派遣、行内研修
等。

地銀協「目利き研
修」への派遣(8名)、
行内研修(120名)。

地銀協「目利き研
修」への派遣(8名)、
行内研修(120名)。

l 地銀協研修講座「目利き研修」等へ4名派
遣

l 行内研修4回実施(参加者64名)

l 地銀協研修講座への派遣　25名
l 行内研修の実施(参加者218名)

l 企業の経営者能力や技術力等の定性面および
企業の将来キャッシュフロー等定量面の両面
から総合的かつ的確に企業の将来性を評価で
きる人材を育成する。

(3)産学官とのネットワークの
構築・活用や日本政策投資銀
行との連携。「産業クラスター
サポート会議」への参画

TLO組織や日本政
策投資銀行との連携、
「産業クラスターサ
ポート金融会議」の
充実等。

TLO組織の当行ビ
ジネス交流会への
参加、産業クラス
ターサポート金融
会議開催、技術評
価等の情報収集。

ビジネス交流会開
催、産業クラスター
サポート金融会議
開催。

l 技術開発・新事業展開支援のための地域関係

機関とのネットワ－ク作りを積極的に行い、

当行が有していない技術評価等に関する機能

を補完するため、各機関の機能を有効活用し

て、優良案件の発掘に努める。また産業クラ

スタ－サポ－ト金融会議については、代表幹

事として、設立目的に資する会議運営を行う。

(4)ベンチャー企業向け業務に
係る、日本政策投資銀行、中
小企業金融公庫、商工組合中
央金庫等との情報共有、協調
投融資等連携強化

日本政策投資銀行や
中小企業金融公庫と
の情報交換会開催。

日本政策投資銀行
や中小企業金融公
庫との間で具体的
連携策協議、情報
交換会開催等。

日本政策投資銀行
や中小企業金融公
庫との情報交換会
開催。

l ベンチャ－企業の育成支援について、当行が
現状有していない機能の補完を目的として、
企業のライフステ－ジ各段階における、政府
系金融機関と当行の役割分担を明確にした連
携体制を構築し、ベンチャ－企業育成への対
応の円滑化を図る。

(5)中小企業支援センターの活
用

同センターの機能の
行内周知、法人ビジ
ネスセンターとの連
携(ネットへの広告
掲載等)等。

当行取引先会員イ
ベントへの参画要
請、情報交換、行
内への周知徹底等。

同センターの活用
方法モニタリング。

l 中期経営計画「新世紀プランⅡ」の主要施策

である「問題解決型営業」の一環として、現

在の連携体制を維持しながら、当行の取引先

支援機能を補完するための活用方法強化を図

る。

2．16年10月から17年3月までの進捗状況

1．15年4月から17年3月の全体的な進捗状況

私ども福岡銀行は、地元福岡・九州を中心とした地域における中小企業金融の再生及び当行の健全性の確保・収益性向上に向け、平成１５年８月に提出した「リレーションシップバンキングの機能強化計画」の各施策に積極的に取組み、
全ての項目にわたり着実に成果をあげてまいりました。今後とも地域金融機関として、中小企業等地元顧客への円滑な資金の供給等最適な金融サービスの提供に努め、地域金融機関としての役割を十分に発揮することにより、地域経済社
会の発展に貢献してまいります。

リレーションシップ機能強化のアクションプログラムの最終期間となった当期におきましては、16年度上半期までに調えてきた態勢を活かし、各施策において着実な実績の積み上げ図ることができました。また、実績の積み上げとともに
蓄積した金融サービスノウハウを積極的に活用するため、本部組織を一部見直すなど、最適な金融サービスを提供するための態勢作りに努めました。

進捗状況

5．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

l TLO組織2団体の当行ビジネス交流会への
参加

l 北部九州地区産業クラスターサポート会議
へ参加。会議メンバーが共通して取組む融
資制度として、「技術開発関連補助金つな
ぎ融資制度」を創設。

l 地域ベンチャ－支援ファンドへの出資。

l 16年10月「九州地域クラスター合同成果
発表会」参加

l 16年12月「第2回九州産業クラスター金
融セミナー」参加

l 17年3月つなぎ融資制度の変更実施

l 日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、商
工組合中央金庫との情報交換の実施、業務
協力協定を締結。定期的な情報交換、勉強
会等を実施。

l ベンチャー企業経営者交流会への参加。

l 17年2月ベンチャー企業に対する融資案件
の協調取組について三機関と協議

l 17年3月、当行が提携している動産担保評
価専門会社を三機関に紹介

l 当行取引先会員イベントへの参加(相談窓口
設置)、情報交換実施、同センター機能の行
内への周知徹底、法人ビジネスセンター取
引先への情宣。

l 法人ビジネスセンタ－と(財)福岡県中小企
業振興センタ－の連携開始。

l 法人ビジネスセンタ－と中小企業支援セン
タ－の情報交換の継続

3．計画の達成状況

　「中小企業金融の再生に向けた取組み」及び「当行の健全性の確保・収益性の向上等に向けた取組み」の各施策ともに、機能強化計画で掲げた目標に対し、本部と営業店が連携して積極的に対応してきた結果、各項目とも着実に進展し、
全ての項目にわたって一定の成果をあげたほか、一部の項目については当初計画を上回る成果をあげることができました。

4．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題

当行は、機能強化計画の中で、これまでリスク管理体制の整備、お取引先の事業再生などに積極的に取組み成果をあげてまいりました。また、これらの取組みにより培ったノウハウを新しい金融手法や新商品の開発などに積極的に活用し、
地元のお客様に対して最適な金融サービスの提供に努めております。今後につきましても、地域金融機関としての役割を十分に発揮し、最適な金融サービスの提供及びサービス品質の向上に努めて参ります。

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み
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(福岡銀行)

　　

項目 具体的な取組み
15年度 16年度

備考（計画の詳細）
スケジュール

15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

(1)経営情報やビジネス・マッ
チング情報を提供する仕組み
の整備

各種サービス機能充
実、財務診断サ－ビ
ス提供検討、コンサ
ルティングやビジネ
スマッチング等のサー
ビス提供検討等。

ビジネス交流会開
催、財務診断サ－
ビス提供、コンサ
ルティングやビジ
ネスマッチング等
のサービス業務の
体制構築。

法人向けポータル
サイト拡充検討、
新業務等のモニタ
リング、ビジネス
交流会開催。

l ビジネス交流会開催：出展企業82社
l ビジネスマッチング：成約7件

（当行と業務提携契約を締結している企業
をお取引先へ紹介）

l ビジネス交流会開催(15年・16年)
l 財務診断サービスの開発・導入
l 取引先ニーズに対応するため、ソリューショ

ンチームを設置。
l ビジネスマッチング業務開始。

l 中期経営計画「新世紀プランⅡ」にお
ける施策「問題解決型営業」、「行内
散在情報の戦略化」の一環として、従
来の機能の充実、有効活用に積極的に
取り組む。

(3)要注意先債権等の健全債権
化及び不良債権の新規発生防
止のための体制整備強化並び
に実績公表

(別紙1、2、3、4参照)

(4)中小企業支援スキルの向上
を目的とした研修の実施

地銀協「中小企業支
援スキル向上研修」
への派遣、行内研修
等。

地銀協「中小企業
支援スキル向上研
修」への派遣(3名)、
行内研修(60名)。

地銀協「中小企業
支援スキル向上研
修」への派遣(5名)、
行内研修(120名)。

l 地銀協研修講座「中小企業支援スキル向上
研修」等へ3名派遣

l 行内研修4回実施(参加者64名)

l 地銀協研修講座への派遣10名
l 行内研修の実施(参加者353名)

l 取引先企業の分析(実態把握)から経営
(改善)計画の策定支援まで、実務的に対
応可能な人材を育成する。また、事業
承継・Ｍ＆Ａ・デリバティブ等の付加
価値のある知識を習得し、それを取引
先企業の支援に活用できる人材を育成
する。

(5) 「地域金融人材育成システ
ム開発プログラム」等への協
力

同プログラム等への
継続的な協力、中小
企業者のニ－ズに対
応したセミナ－実施、
人材派遣等。

同プログラムに係
る協力(意見ヒアリ
ング、実証研究開
講等)、次世代トッ
プリ－ダ－経営塾
開講。

同プログラムに係
る協力(正式開講)、
同プログラムをベー
スとするセミナー
企画、アジア九州
ビジネススクール
開講。

l 同プログラム普及・推進のためのフォーラ
ム開催への協力。

l 各種セミナー18回開催。
l 講師派遣・紹介18件。

l 同プログラムの検討段階および実施・普及
に対する九州経済産業局への協力・連携。

l 「次世代トップリーダー経営塾」開催
l 取引先向け各種セミナー、講師派遣・紹介

実施

l 「人材育成プログラム」等、地域での
産学官一体となった中小企業の財務・
経営管理能力向上支援の活動について、
地域金融機関として積極的に協力する
とともに、当行独自の取組みも引き続
き取引先支援の一環として積極的に取
組む。

進捗状況

　2．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
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(福岡銀行)

　

項目 具体的な取組み
15年度 16年度

備考（計画の詳細）
スケジュール

15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

(1)中小企業の過剰債務構造の
解消・再生の取組み。「早期
事業再生ガイドライン」の趣
旨を踏まえた事業再生への早
期着手

各種再生手法の活用、
ローンレビュー、外
部専門家によるアド
バイス実施等。

事業再生・下方遷
移防止体制の構築、
サービサー設立、
地域型再生ファン
ド立上げ。

各種事業再生手法
の活用。

l 再生ファンドへの債権売却6社39億円。
l サービサーは再生ファンド売却債権及び当

行プロパー債権のサービシングを受託、取
　引先の再生支援に注力中。

l DES1件取組。
l 外部専門家を活用し債務者の現状分析・経

　営改善計画の策定を実施。

l 再生ファンドへの債権売却85先、543億
円。

l 当行子会社サービサー(ふくおか債権回収)
が再生ファンド売却債権及び当行プロパー
債権のサービシングを受託、取引先の再生
支援に注力中。

l DES3件、DDS1件実施。
l 外部専門家を活用し、債務者の現状分析・

経営改善計画の策定を実施。

l 再生可能性有りと判断される取引先に対して
は、早期着手・迅速再生を図る。早期着手・
迅速再生の手段としては、プレパッケージ型
事業再生、私的整理ガイドライン等の中から
最適と考えられる方法を採用していく。また、
再生にあたりスポンサー等が必要と考えられ
る先については、外部専門家(ＦＡＳ、投資家、
商社、証券会社等)のネットワークを利用し、
Ｍ＆Ａ手法等を活用していく。さらに、設立
予定の当行100％出資子会社サービサーと立
上げ予定の地域型再生ファンドにより、中小
企業の再生支援取組を強化する。

(5)産業再生機構の活用
要管理先以下の当行
メイン先で、私的整
理では再生が不可能
と考えられる先につ
いて活用を検討。

個別企業のリスト
アップ、産業再生
機構との事前検討
開始、再生可能と
判断される先につ
いて活用。

期初に個社別取引
方針を策定し対象
予定先をリストアッ
プ。(再生手法のひ
とつとして活用を
検討)

l 16年度下期については同機構の活用実績
なし。

l 非メイン先の三井鉱山(16年1月)、九州産
業交通(16年2月)について同機構の再生ス
キームに協力。

l 事業金融部(現・審査部融資審議室)において、
外部専門家(ＦＡＳ・投資家等)とのネットワー
ク・アライアンスを活用しつつ、産業再生機
構を利用した再生スキームの構築を図る。

(6)中小企業再生支援協議会へ
の協力とその機能の活用

審査部および事業金
融部が主体となり、
再生可能な企業を選
定、具体的案件の持
込みを検討。定期的
な情報交換を通じて
協力関係を密にする。

事業再生案件の持
込み(再生協議)検討、
情報交換会の開催

事業再生案件の持
込み(再生協議)検討、
情報交換会の開催。

l 定期的な情報交換による取組案件の検討。l 同協議会から講師を招き、情報交換会を開
催。

l 同協議会を利用した事業再生3件実施。う
ち1件は現在進行中。

l 事業金融部や審査部が主体となり正常先の早
期警戒・早期健全化体制を構築し、本部と営
業店との協業体制を敷き、弁護士・会計士・
不動産鑑定士等の外部専門家や再生ファンド、
サービサーを積極活用することで格付下方遷
移の防止体制を構築する(中期経営計画に明
記)。この方針に沿って、中小企業再生支援協
議会の機能等も積極的に活用し、政府系金融
機関等との連携を図りつつ、地場企業の再生
支援を進める。

進捗状況

(2)地域の中小企業を対象とし
た企業再生ファンドの組成の
取組み

地域型再生ファンド
の第一号ファンドの
組成等。

サービサー設立、
地域型再生ファン
ド設立。

サービサー、地域
型再生ファンドの
活用。

l 16年下期の再生ファンドへの持込累計は6
先、39億円。

l 再生ファンドへの持込累計85先、543億
円。

l 不良債権のオフバランス化と事業再生を同時
実現するために、9月に地域型再生ファンド
の第一号ファンドを組成。また16年10月に
は2号ﾌｧﾝﾄﾞを組成。

(3)デット・エクイティ・スワッ
プ、DIPファイナンス等の活
用

DESについては要
管理先以下の当行メ
イン先で活用を検討、
DIPファイナンスに
ついてはプレパッケー
ジ型民事再生法等に
より法的整理に至っ
た当行メイン先につ
いて取組を検討。

クレジットポリシー
の改正(DIPファイ
ナンスへの対応明
記)、地元中堅企業
に対するDES実行
予定。

期初に個社別取引
方針を策定し対象
予定先をリストアッ
プ。(再生手法のひ
とつとして活用検
討)

l DESは17年3月、10億円実施。l DESは15年9月、50億円、16年8月、6
億円、17年3月、10億円の3件を実施。

l DDSは16年7月、10億円実施。
l DIPファイナンスについても有効な再生手

段として引続き取組みを検討中。

l 平成15年4月、事業再生・健全化支援の専担
部署として事業金融部を新設。同部において、
外部専門家(FAS・投資家等)とのﾈｯﾄﾜｰｸｱﾗｲｱﾝ
ｽを活用しつつ、DESおよびDIPﾌｧｲﾅﾝｽ等を活
用した再生ｽｷｰﾑの構築を図る。DESについて
は、債権放棄とは違い将来の回収可能性もあ
ることから、企業再生の有効な手段として利
用していく方針。DIPﾌｧｲﾅﾝｽについては、企
業再生支援の見地から、案件毎に対応の可否
を検討し前向きに取り組む方針。

(4) 「中小企業再生型信託スキー
ム」等、ＲＣＣ信託機能の活
用

要管理先以下の当行
メイン先中小企業か
らリストアップし活
用を検討｡

ＲＣＣとの事前相
談開始。対象先を
リストアップし下
期活用を検討。

期初に個社別取引
方針を策定し対象
予定先をリストアッ
プ。(再生手法のひ
とつとして活用を
検討)

l RCC企業再生検討委員会にて着手決定され
た2社のうち、17年2月、1社がRCC信託
スキームを使用しデットリストラ実施済。

l その他1社は現在金融機関団の調整中。実
施予定は17年上期中。

l 15年度上期、RCCと個別案件に関する事
前協議を開始、うち2社がRCC企業再生検
討委員会にて着手決定。

l 1社は17年2月実施済。他1社は現在金融
機関団の調整中。実施予定は17年度上期
中。

l 事業金融部(現・審査部融資審議室)に
おいて、外部専門家(ＦＡＳ・投資家等)
とのネットワーク・アライアンスを活
用しつつ、ＲＣＣ信託機能を活用した
再生スキームの構築を図る。

(7)企業再生支援に関する人材
(ターンアラウンド・スペシャ
リスト)の育成を目的とした
研修の実施

地銀協「企業再生支
援人材育成研修」へ
の派遣、行内研修等。

地銀協「企業再生
支援人材育成研修」
への派遣(3名)、行
内研修(60名)。

地銀協「企業再生
支援人材育成研修」
への派遣(3名)、行
内研修(120名)。

l 地銀協研修講座「企業再生人材育成講座」
へ1名派遣

l 民間業者研修講座「事業再生事例演習ｽｸｰﾙ」
へ1名派遣

l 行内研修2回実施(参加者115名)

l 経済産業省講座への派遣4名
l 地銀協研修講座への派遣7名
l 民間業者研修講座への派遣1名
l 行内研修の実施(参加者409名)

l 企業再生支援については、専担部署(事業金融
部)および設立予定の関連会社サービサー(ふ
くおか債権回収)にて集中して行っている。今
後も、専担部署のＯＪＴおよび人事ローテー
ションによる人材育成に取り組むことに加え、
営業店行員の企業再生支援にかかる一般的な
基礎知識習得の取組を強化する。

　3．早期事業再生に向けた積極的取組み
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項目 具体的な取組み
15年度 16年度

備考（計画の詳細）
スケジュール

15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

(1)担保・保証へ過度に依存し
ない融資の促進等。第三者
保証の利用のあり方

個人事業主用のロー
ングレーディング
導入、無担保小口
商品審査用のスコ
アリングモデルの
高度化、保証人徴
求に係る行内研修・
行内周知、融資要
項の見直し、財務
制限条項導入検討
等。

個人事業主用ロー
ングレーディング
導入、スコアリン
グモデルを活用し
た無担保新商品検
討、行内研修の実
施、融資商品見直
し、財務制限条項
導入検討。

ローングレーディ
ング定着化検証、
行内研修実施。

l 担保・保証の徴求基準について行内研修会
を通じて融資担当者へ周知。

l 監査部による内部監査を実施し、営業店に
おける担保・保証の徴求状況の検証。

l 担保・保証の徴求基準について研修会を通
じて行内に周知。

l 不動産担保に過度に依存しない融資取組の
一環として、売掛金・在庫等の資産を活用
した融資スキームを構築。(16年度下期試
行)

l 無担保商品用のスコアリングモデルを改訂
し、全営業店へ取扱いを拡充。

l 個人事業主に対するローングレーディング
を導入。

l 担保・保証に依存しない融資取組の観
点から、無担保融資商品の拡大を行う
とともに、新たな融資スキームの構築
を目指す。

進捗状況

(3)証券化等の取組み 政府系金融機関等
からの情報収集を
継続実施、福岡県
CLO利用者に対す
るニーズ調査、一
括ファクタリング
に関するニ－ズの
掘り起こし。

地銀協債権流動化
ワ－キングへの参
画、証券化に関す
る政府系金融機関
等からの情報収集、
福岡県CLO利用者
への調査実施、一
括ファクタリング
の推進。

証券化に関する政
府系金融機関等か
らの情報収集、一
括決済サービスの
推進。

l CLOスキームについての商工中金、中小公
庫などとの情報・意見交換。

l 元気フクオカ資金の取扱実施。

l 一括決済サービスの取扱実施。

l 地銀協債権流動化ワーキングへの参画。

l 福岡県中小企業資金供給システム(元気フク
オカ資金)創設への参画、取扱。

l 一括決済サービスの機能改善、推進。

l 中小企業者の資金調達ニ－ズについて、
基本的には「間接金融」で取組みつつ、
証券化等、中小企業者のニ－ズに合致
する(メリットを提供できる)スキ－ム
構築の検討には積極的に参画する。

(4)財務諸表の精度が相対的に
高い中小企業に対する融資
プログラムの整備

法人ビジネスセン
タ－における販売
体制強化、TKC会
員税理士との連携
強化。

法人ビジネスセン
ターに、TKCロー
ンを含む小口ビジ
ネスローン専門の
新規開拓チ－ム創
設、TKC会員税理
士との意見交換等
を通じたモニタリ
ングの継続実施等。

TKC会員税理士例
会への参加、TKC
会員税理士との意
見交換等を通じた
モニタリングの継
続実施。

l TKCローンの取扱。

l 九州北部税理士会との提携融資制度取扱。

l コベナンツ付融資検討着手。

l TKCローンの取扱。

l 九州北部税理士会との提携融資制度創設。

l 税理士会各支部との意見交換実施。

l TKCロ－ンは、精度の高い財務諸表に
基づく審査により、無担保で資金供給
できる「融資プログラム」として、特
に新規取引や比較的取引の浅い中小企
業に対する有効な支援ツ－ルであると
考えており、TKC会員税理士の協力が
得られる体制の強化を図り、今後も積
極的な活用を図る。

(5)信用リスクデータベースの
整備・充実及びその活用

データベースの整
備・充実、格付ス
コアリングモデル
の精緻化、適正金
利確保の体制整備、
小口スコアリング
判定力の向上、個
人事業主ローング
レーディングの導
入。

データベース基礎
部分の開発、ＲＤ
Ｂ統計モデル導入、
貸出金付利目安に
関する方針策定、
小口スコアリング
判定力の向上、個
人事業主ローング
レーディングの導
入、プライシング
に関する研修。

新BIS規制に向け
てのデータベース
開発継続、プライ
シングに関する研
修の継続実施。

l 新BIS(バーゼルⅡ)対応と同時に内部管理
高度化に活用可能なデータベースの開発実
施。17年3月末分データより蓄積開始。

l 16年4月に導入したRDB統計モデルに関
する統計的正確性の検証中。

l 営業統括部を中心とする行内ワーキンググ
ループを立ち上げ、プライシング手法の検
討・推進に関する体制の強化。

l 新BIS対応と併せ、信用リスク管理の基礎
的なデータベースの整備に着手。

l RDBモデル、小口・個人先スコアリングを
導入。

l プライシングガイドブックを策定し、営業
店の意識浸透を図る。新たな付利目安体系
の検討着手。

l 個人事業者用小口スコアリングモデルの精
度向上を行い、15年10月より稼動開始。

l 信用リスクデータベースの整備は、17
年上期中の開発完了を目指す。

l 新たに導入したスコアリングモデルは、
今後、運用実績を踏まえて内部管理へ
の活用・要改善部分への対応等行う。

l プライシングについては、新たな付利
目安体系を16年度中をめどに策定。一
部店舗での試行を経て、17年上期全店
実施を図る。

4．新しい中小企業金融への取組みの強化
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(1)銀行法等に義務付けられた、
貸付契約、保証契約の内容等
重要事項に関する債務者への
説明態勢の整備

「クレジットポリ
シー」の改定実施、
関連事務規程の整備、
与信取引全般に関す
る顧客向け説明資料
作成、内部監査機能
の整備、研修体制整
備。

「クレジットポリ
シー」の改定およ
び関連事務規程の
整備、与信取引全
般に係る顧客向け
説明資料の整備、
行内研修実施。

15年度中の態勢整
備を踏まえた内部
監査実施および行
内研修実施。

l 顧客説明の徹底と契約意思確認の厳格な運

用について行内研修会を通じて営業店に周
知徹底。

l 営業店の運用状況について内部監査を実施。
l 17年4月からの民法改正を踏まえ、顧客向

説明資料の内容を改訂。

l クレジットポリシーの改正および関連諸規

定を整備し、その内容について行内研修会
を通じて営業店に周知徹底。

l 営業店の運用状況について内部監査を実施。
l 17年4月からの民法改正を踏まえ、顧客向

説明資料を法に沿った内容に改訂し、また
保証約定書も顧客が契約内容を理解しやす

いように説明文を挿入したものに改訂。

l 債務者・保証人に対する説明義務・説

明責任(アカウンタビリティ)の徹底を
通じて、顧客との情報共有・相互理解

が図られる態勢を構築する。

(3)相談・苦情処理体制の強化 コンプライアンス全
般を統括する部の新
設、苦情・トラブル
案件の報告基準厳格
化、苦情・トラブル
の原因分析等。

「クオリティ統括
部」の新設、苦情
等の本部報告基準
の厳格化、行員研
修、データ整備に
よる苦情発生の要
因分析等。

「クオリティ統括
部」の新設、苦情
等の本部報告基準
の厳格化、行員研
修、データ整備に
よる苦情発生の要
因分析等。

l 苦情・トラブル案件は事案の軽重にか
かわらず、また解決・未解決にかかわ

らずすべての案件を本部が把握する体
制の構築に努める。また、苦情・トラ

ブル案件のデータ整備を進め、それら
の発生要因を分析するとともに、地域

金融円滑化会議における情報交流を活
用し、苦情・トラブルの未然防止の徹

底を図る。

6.進捗状況の公表 今後、半期毎に公表
していく。

機能強化計画提出、
進捗状況公表。

進捗状況公表。 l 16年10月29日進捗状況公表（第3回）
l 17年 4月28日進捗状況公表（第4回）

l 15年 8月26日機能強化計画を提出。
l 15年11月20日進捗状況公表（第１回）

l 16年 5月21日進捗状況公表（第２回）
l 16年10月29日進捗状況公表（第3回）

l 17年 4月28日進捗状況公表（第4回）

l 総合企画部が全体を統括し、各所管の
計画のモニタリング、取りまとめ、公

表準備等を行う。

5．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

項目 具体的な取組み
15年度 16年度

備考（計画の詳細）
スケジュール

15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

進捗状況

【 行内研修会の実施 】
l 苦情対応研修会：6回

l 支店長向け研修：8回(全支店長)
l 接遇研修会：行員向け20回、パート16回

l 接遇マナーの休日セミナー：4回

【顧客アンケートの実施】
　・対　　象：窓口利用顧客約1万先

　・調査項目：接遇、設備等、全58項目
　・総回答数：約1,800件

【苦情事例等の本部・全営業店への公開】

l 苦情等ニュース：7回発出
l 支店長へ毎月、苦情事例を全件送付(平成

17年1月以降) 

【苦情トラブル対策会議の開催】
l 会議開催：10回

l 協議案件：42件

l 営業店における苦情・トラブルの記録
（「意見・苦情記録票」に記載）をすべて

本部へ報告するよう本部報告基準の厳格化
を実施。(平成15年7月)

l 「クオリティ統括部」を新設し、相談・苦
情処理体制を強化。(平成15年10月)

l 平成16年5月、本部に「苦情トラブル対策
会議」を新設し、苦情・トラブル再発防止

策を機動的に策定・実施する態勢を整備。
・会議開催：26回

・協議案件：94件
・対策実施：45件

l 当行から積極的にお客様の声を聞き、今後
の施策に活用するため、お客様アンケート

を実施（平成16年12月）
l 苦情対応研修会<平成16年度実施>16回

l 従業員向け接遇研修会<平成16年度実施>71
回（2,489名）

l 苦情等の情報を行内で共有するため、本部・
全営業店へ「事例ニュース」を発出。また

平成17年1月以降支店長へ苦情事例を全件
送付。



機能強化計画の進捗状況(要約)　［地域銀行版］

6
(福岡銀行)

　

1.資産査定、信用リスク管理の強化

項目 具体的な取組み
15年度 16年度

備考（計画の詳細）
スケジュール

15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

(1) ①適切な自己査定及び償却・
引当

格付スコアリングモ
デルの高度化、地銀
協で共同開発中の格
付スコアリングモデ
ルの活用検討、適時
適切な格付見直し。

格付スコアリング
モデルの高度化、
地銀協で共同開発
中の格付スコアリ
ングモデルの活用
検討、適時適切な
格付見直し。

新格付スコアリン
グモデル稼動。

l 新格付スコアリングモデルの監査法人によ
る外部監査を実施。

l 新BIS対応を睨んだ新しい格付スコアリング
モデルを導入し、16年度上期から本番稼動。

l 新BIS適合基準をクリアするため、引き
続き、運用面の整備等に取り組む

進捗状況

(1) ②担保評価方法の合理性、
処分実績からみた評価精度に
係る厳正な検証

収益還元法の評価基
準策定・評価の実施、
土壌汚染対策の評価
基準策定・評価の実
施、大口特殊物件の
外部鑑定士による法
定鑑定の検討等。

収益還元法、土壌
汚染対策の評価基
準策定。大口特殊
物件の外部鑑定の
検討。新基準に則
った評価の実施、
行内規定の整備

新基準に則った評
価の実施。

l 15年9月に策定した新基準に則った評価を
実施。

l 15年9月に収益還元法、土壌汚染対策法、
大口特殊物件の外部鑑定等を踏まえた新基
準を策定。

l 担保評価精度の向上のため、収益還元法等
の評価に必要な資料に収集を継続。

l 担保掛け目については、処分実績に基づい
て、定期的に妥当性の検証を実施。

l 新基準での評価を継続的に実施し、より
厳正な担保評価を行う。

Ⅱ.各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

【以下任意】

2．収益管理態勢の整備と収益力の向上

(2)信用リスクデータの蓄積、
債務者区分と整合的な内部格
付制度の構築、金利設定のた
めの内部基準の整備等

データベースの整
備・充実、格付ス
コアリングモデル
の高度化、地銀協
で共同化開発中の
格付スコアリング
モデルの活用検討、
プライシングに関
する重要性の周知
徹底。

データベース基礎
部分開発、格付ス
コアリングモデル
としてRDBの統計
モデル導入、貸出
金付利目安に関す
る方針策定、プラ
イシングに関する
研修実施。

新BIS規制に向けデー
タベース開発継続、
プライシングに関
する研修を継続実
施。

l 新BIS(バーゼルⅡ)対応と同時に内部管理高
度化に活用可能なデータベースの開発実施。
17年3月末分データより蓄積開始。

l 16年4月に導入したRDB統計モデルに関す
る統計的正確性の検証中。

l 営業統括部を中心とする行内ワーキンググ
ループを立ち上げ、プライシング手法の検
討・推進に関する体制の強化。

l 新BIS対応と併せ、信用リスク管理の基礎的
なデータベースの整備に着手。

l RDBモデル、小口・個人先スコアリングを
導入。

l プライシングガイドブックを策定し、営業
店の意識浸透を図る。新たな付利目安体系
の検討着手。

l 個人事業者用小口スコアリングモデルの精
度

l 信用リスクデータベースの更なる整備・
拡充、格付スコアリングモデルの高度化
を前提に、リスクコントロールと収益向
上の両立および貸出金付利目安の見直し
に取り組む。

3．ガバナンスの強化

(1)株式公開銀行と同様の開示
(タイムリーディスクロー
ジャーを含む)のための体制
整備等

4．地域貢献に関する情報開示等

(1)地域貢献に関する情報開示

ディスクロージャー
誌での開示内容拡充、
個人向けIRの実施等。

個人向けＩＲの実
施、ディスクロー
ジャー誌による情
報開示拡充等。

ホームページ上で
の情報開示、県内
IRの実施。

l 16年12月にミニディスクロージャー誌を
発行。併せてホームページへも掲載した。

l ディスクロージャー誌及びミニディスクロー
ジャー誌を定期的に発行、併せて当行ホー
ムページへ掲載

l 県内3か所における個人向けIRの実施
l 経営者クラブ講演会の実施

l ディスクロージャーを拡充し経営の透明性を確
保することがお客様の信認を高めるという認識
のもと、地域貢献に関する情報開示も積極的に
実施する。また、ＩＲ活動についても引き続き
積極的に実施していく。

項目 具体的な取組み 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

進捗状況

l 経営相談、セミナー開催、講師派遣・紹介、ビデオ貸出等を実施
し、一定の成果があがっている。

　(経営相談件数451件、セミナー開催18回、講師派遣・紹介18
件、ビデオ・図書貸出260件)

同上

l 経営相談、セミナー開催、講師派遣・紹介、ビデオ貸出等を実施し、
一定の成果があがっている。

　(経営相談件数2,123件、セミナー開催87回、講師派遣・紹介86
件、ビデオ・図書貸出1,501件)

同上

引き続き経営相談室における活動の展開を図る。(相談業務等に
よる取引先支援、セミナー開催等)

同上

Ⅰ-1-(5)
中小企業支援センターの活用

Ⅰ-2-(1)
経営情報やビジネス・マッチング

情報を提供する仕組みの整備

3.その他関連の取組み
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Ⅰ　中小企業金融の再生に向けた取組み
　2．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
　(3)要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化並びに実績公表

「不良債権処理の加速化と事業再生の同時実現」により、中期経営計画(15年度から
17年度)の最終期には不良債権比率3%を目指してまいります。

具体的な取組

① 事業金融部新設(15年4月設置) 
② サービサーの設立(15年5月設立、同9月営業開始) 
③ 事業金融部およびサービサー機能の活用

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

15年度

事業金融部およびサービサー機能の活用16年度

進捗状況

備考
(計画の詳細)

不良債権処理につきましては、取引先とのコンセンサスと当行の経済合理性を確保しつ
つ、①処理加速化のための体制整備を進め、②要注意先や正常先の「健全化支援」の体
制を強化し、さらに③不良債権処理の出口対策(回収業務、Ｍ＆Ａ活用等)を一層強化す
るための管理・回収業務の体制整備を行ってまいります。

(1)
経営改善支援に関
する体制整備の状
況(経営改善支援
の担当部署を含む)

15年4月
～17年3月

l 事業再生、健全化支援の専担部署として15年4月に事業金融部を新設、事業金融部と
審査部が営業店、外部専門家(コンサル、税理士等)、再生ファンド等協業して経営改
善支援を行う体制といたしました。

(事業金融部の事業再生部門は、16年10月に審査部融資審議室へ組織改正)
l また、サービサー子会社「ふくおか債権回収株式会社」を15年5月に設立、同9月か

ら事業再生に軸足を置いた営業を開始いたしました。

16年10月
～17年3月

l 専担部署が営業店、サービサー、外部専門家(コンサル、税理士等)、再生ファンド等
と協業して、取引先の経営改善支援を行う体制としております。

(2)
経営改善支援の取
組み状況

15年4月
～17年3月

①取組み方針
l 地域企業の早期健全化を実現するため、本部・営業店の協業体制を確立いたしますと

ともに、外部専門家や再生ファンド、サービサー等を積極的に活用しております。
②具体的な活動
l 本部専担部署におきまして、取引先の事業価値の検証を行い、再生可能性がある先に

つきましては、外部専門家等を活用して再生計画を策定・実施いたしております。
l また、デット・デット・スワップを活用した新たな事業再生スキーム(1社、10億円)

に取り組んだほか、デット・エクイティ・スワップの実行(3社、66億円)、地域型再
生ファンドの活用や、私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ活用(2社)、福岡県中小企業再生支援協議会の
機能活用(3社)などに取り組みました。なお、地域型再生ファンド活用先については、
ふくおか債権回収㈱が管理回収業務を受託、当該ファンドのノウハウを活用した事業
再生に取り組んでおります。

l 上記のほか、行内コンサルティング機能や外部コンサルタントを活用し、要注意先へ
の経営・財務アドバイス等の経営改善支援取組みを実施しました結果、15年4月から
17年3月の実績といたしまして、138先の格上げ(債務者区分の上昇)を図ることがで
きました。

16年10月
～17年3月

l 16年度下期は、デット・エクイティ・スワップの実行(1社、10億円)、地域型再生ファ
ンドの活用、外部コンサルタント・行内コンサルティング機能の活用により、経営・
財務アドバイス等の経営改善支援取組みを実施しました結果、 34先の格付げ(債務者
区分の上昇)を図ることができました。

（福岡銀行）

別紙1
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別紙2

銀行名 福岡銀行
【１５年４月～１７年３月】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 3,564 439 73 239

うち要管理先 444 141 47 66

破綻懸念先 864 124 18 90

実質破綻先 660 1 1

破綻先 120

合　計 36,299 807 138 466

注）・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

30,647 102 70
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別紙3

銀行名 福岡銀行
【１６年度（１６年４月～１７年３月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 3,410 127 35 59

うち要管理先 413 104 27 71

破綻懸念先 765 96 11 76

実質破綻先 491 3 3

破綻先 87 1 1

合　計 34,232 413 73 278

注）・期初債務者数及び債務者区分は１６年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

29,066 82 68
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別紙4

銀行名 福岡銀行
【１６年度下期（１６年１０月～１７年３月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 3,369 72 19 47

うち要管理先 413 85 9 75

破綻懸念先 764 67 4 57

実質破綻先 489 7 2 4

破綻先 81 2 2

合　計 33,288 270 34 216

注）・期初債務者数及び債務者区分は１６年１０月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

28,172 37 31


